
附帯設備料金表

単位 1回の使用料（円）

ピアノ等 フルコンサート（スタインウェイ） 1台 10,000

フルコンサート 1台 4,000

セミコンサート 1台 2,000

エレクトーン 1台 1,000

エレクトーン用スピーカー 1台 500

舞台設備 反射板（大ホール） 1式 5,000

反射板（小ホール） 1式 1,500

指揮者台（小ホール） 1台 150

譜面台 1台 100

16枚以上 1式 12,000

15枚以下 1式 6,000

花道用所作台 1式 1,500

平台 1台 200

箱足類 1台 50

ひな段用階段 1台 150

大太鼓 1式 800

松竹羽目 1式 1,000

金びょうぶ 1双 1,500

金びょうぶ（パネル式） 1双 500

高座用座布団 1枚 200

長布団 1枚 100

地がすり 1式 1,000

演台（大ホール） 1式 800

演台（小ホール） 1式 300

司会者用演台 1台 300

賞状盆 1枚 200

めくり台 1台 100

浴室（男・女） 1回 1,500

250

毛せん（大）
（1.82ｍ×10.92ｍ）

毛せん（小）
（1.82ｍ×1.82ｍ）
（1.82ｍ×3.64ｍ）

1枚

1枚

300

100

指揮者台（大ホール）
譜面台付

1台

所作台

設備等



照明設備 調光装置（大ホール） 1式 1,500

Ａセット（小ホール） 1式 2,500

Ｂセット（小ホール） 1式 4,500

フットライト（大ホール） 1列 800

フットライト（小ホール） 1列 300

花道フットライト 1列 300

ロアーホリゾントライト 1台 250

アッパーホリゾントライト 1列 3,200

ボーダーライト（大ホール） 1列 1,000

ボーダーライト（小ホール） 1列 500

トーメンタルライト 1台 250

クセノンピンスポット 1台 2,000

センターピンスポット 1台 800

１kwスポットライト 1台 250

ＩＴＯスポットライト 1台 400

500Ｗスポットライト 1台 200

ＦＱスポットライト 1台 600

ビームライト（ＰＡＲ） 1台 350

ストリップライト 1台 300

アイリスシャッター 1台 150

ロングハンガー 1本 50

スポックス 1台 200

持込み電源１kwにつき 200

スタンド 1本 100

ハイスタンド 1本 200

丸台ベース 1台 50

プロジェクタースポット 1台 250

エフェクトマシン 1台 500

オーロラマシン 1台 250

ミラーボール 1台 300

波のエフェクト 1台 600

カレンドマシン 1台 500

フィルムマシン 1台 600

リップルマシン 1台 300

エリスポットライト 1台 350

スライドキャリヤマスク 1式 300

スパイラルマシン 1台 500

先玉レンズ 1本 100

ブラックライト 1台 300

マルチストロボ 1式 600

カラーフィルター 枚 実費



音響設備 拡声装置（大ホール） 1式 2,500

拡声装置（小ホール） 1式 1,500

ワイヤレスマイク（大ホール） 1ｃｈ 1,500

ワイヤレスマイク（小ホール） 1ｃｈ 800

エレベーターマイクロホン装置 1基 1,000

ワンポイントステレオマイクロホン 1本 1,500

コンデンサーマイクロホン（スタンド付） 1本 1,000

ダイナミックマイクロホン（スタンド付） 1本 500

つり下げマイクロホン装置 1式 800

マイクロホンスタンド 1本 100

デジタルオーディオテープレコーダー 1台 800

ミニディスクプレーヤー 1台 800

ＣＤプレーヤー 1台 800

レコードプレーヤー（大ホール） 1台 800

レコードプレーヤー（小ホール） 1台 500

テープレコーダー 1台 800

カセットテープレコーダー 1台 500

ステージスピーカーＡ 1台 2,500

ステージスピーカーＢ 1台 1,500

はねかえりスピーカー 1台 500

小型モニタースピーカー 1式 800

スイッチボックス 1台 200

ダイレクトボックス 1台 300

サブミキサー（８ch） 1台 800

サブミキサー（16ch） 1台 1,200

ファンタム電源 1台 200

映写設備 映写機（大ホール） 1台 4,000

映写機（小ホール） 1台 1,000

映写幕 1掛 800

スピーカースタンド 1本 100

備考

1　ピアノの使用料は、調律料は含まないものとする。

2　照明設備Ａ、Ｂセットの内訳は、次のとおりとする。

　ア　Ａセット　調光装置、ボーダーライト、アッパーホリゾントライト、500Ｗ×25灯

　イ　Ｂセット　調光装置、ボーダーライト、アッパーホリゾントライト、500Ｗ×40灯

3　ワイヤレスマイク、コンデンサーマイクの使用料は、電池の料金は含まないものとする。

一部改正〔平成17年規則17号〕

別表第２（第９条関係）

学校、社会教育関係団体が行う社会教育、日本赤十字社がその目的
を達成するために行う業務、社会福祉事業その他これに類するもの

支出先又は支出の目的主催者

5　社会福祉事業その他これらに類する事業を行う者

4　日本赤十字社

3　社会教育関係団体

2　学校及び当該後援団体

1　児童、生徒、学生又は卒業生の団体


